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登録団体さんのご紹介 
 
 
          

 

 

 

当館に登録されている団体さんの中でも、特に新しいメンバーを募集されている団体さんをご紹介い

たします。さらに詳しい内容を知りたい、連絡先を知りたいなどの場合は、館内事務室へお越しください。

「登録団体紹介シート」をご自由に閲覧いただけます。 

 

 

 
●三沢市身体障害者福祉会 

基本的には障害者手帳を持っている方が対象で

すが、身内の方又は障害者のみなさんの手助け

になる健常者の方も募って居ります。 

地域活動はもとより、上十三・県のスポーツ大

会、春・秋の研修旅行等色々とイベントも有

り、皆さんとの楽しい一時を過ごせる様に頑張

って居ります。どうぞ、障害者福祉会にご加入

戴き、皆さんとの絆を深めて下さい。お待ち致

しております。 

 

●航空自衛隊三沢基地ＯＢ会 
私達の活動は、災害派遣・人命救助等多種他分野

で活躍した退職自衛官のプロ集団としての経験を

生かし、社会に対する慈善事業【街つくり・環境保

全・災害救済・子どもの健全育成・・等】の充実発

展に努めております。 

主な活動 

*「三沢市協同のまちづくり」への参加 

*コスモスロード・さつき・あじさいロードの整備 

*歳末助け合い運動参加 

*三沢基地行事に対する支援 

●たかんな三沢俳句会 
紙と鉛筆があればどこでもできる趣味です。 

自然を見る楽しさが変わります。 

皆さんの御入会をお待ちしております。 

場所 

◆そだなす館 毎月第３火曜日 13 時～16 時  

*初めての方大歓迎です。 

●三沢市野球協会 
審判に興味のある方や、やってみたい方、又、興味

があるがルール等が難しくて自分には出来そうに

無いと思っておられる方の声を聞きますが、私た

ち公認審判員が指導して行きます。この機会に私

たちと審判をやってみませんか。 

 
 



❁あしたのまち・くらしづくり活動賞 
① 募集締切：平成 28 年 7 月 11 日(月) 
②募集対象：地域住民が自主的に結成し運営している地
域 

活動団体 
③概  要：地域が直面するさまざまな課題を自らの手
で解決して、住み良い地域社会の創造をめざし、独自
の発想により全国各地で活動に取り組んでいる地域活
動団体・企業等の活動の経験や知恵などのストーリー
をレポートとしてぜひお寄せください。 

④贈呈：内閣総理大臣賞ほか、賞状及び副賞 20～5 万円 
⑤主催：公益財団法人あしたの日本を創る協会 

http:// 

詳しくはホームページをご覧になるか当館にお問合わせ下さい。 

www.ashita.or.jp/prize/index.htm 
詳しくは HP をご覧ください。 
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市民の皆さんが安心して地域活動やボランティア活動

を行うことができるように、活動中の思わぬ事故をサポ

ートする「三沢市ハートフル補償制度」をご存知でし

ょうか？ 

○対 象 

三沢市内に活動の本拠地を置く市民活動団体等が計画

する活動に参加するボランティア、スタッフ指導者な

どで市民の方（祭りや運動会などの一般参加者は対象

ではありません）※事前登録の必要ありません。 

○対象となる活動例 

①地域社会（コミュニティ）に関する活動 

②社会福祉に関する活動 

③保健医療に関する活動 

④環境保全に関する活動 

⑤教育・文化・スポーツに関する活動 

⑥国際交流・協力に関する活動 

⑦その他 
※対象になるかどうかなどの詳細は、お気軽にお問合せください。 

 

○補償内容 

「傷害補償」 活動者自身が活動中（活動場所への往

復途中を含む）に事故でけがをしたとき（事故発生

から 180 日以内の死亡、後遺障害、入院、通院に

限る）…入院＝１日 1,000 円、通院＝1 日 500

円（90 日を限度）、死亡＝500 万円、後遺障害＝

15 万円～500 万円 

「賠償補償」 活動者または活動団体が過失により、

他人にケガをさせたり、他人のものを壊してその

人から損害賠償を求められ、法律上の賠償責任を

負う場合（自己負担額 5,000 円）…身体賠償＝1

人につき 1 億円まで、1 事故につき 2 億円まで／

財物賠償＝1 事故につき 1 億円まで／保管物賠償

＝1 事故につき 300 万円まで（現金・証券・美術

品などは対象となりません） 

○その他 

 保険金の請求には、日ごろの具体的な活動内容や事 

故の状況などの書面の提出が必要になります。 

人権・困り事相談 

 

 
 

毎月、第２・第４木曜日に相談員がまいります。 

ご予約は不要です。お気軽にお越しください。 

********************************************** 

6 月 23 日、7 月 7 日、２8 日 

8 月１8 日、２5 日 

時 間；9：30～15：00 ℡52-7083 

場 所；市民活動ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰみさわ(そだなす館) 

 

【お問い合せ先】 広報広聴課市民協働推進係（内線 345） 

＊助成金！活動賞！のお知らせ 
 


